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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、あらゆるステークホルダーにとって価値ある企業となるため、健全かつ効率的な経営を目指していくことが、当社のさらなる発展に繋がる
と認識しています。

そのためには、効率的な経営を可能にする迅速な意思決定プロセスの構築や業務執行状況に対する監督機能の強化、又、コンプライアンス体制
を充実させることにより経営の健全性・透明性の向上を図る等、コーポレート・ガバナンスの体制を継続的に整備していくことが重要な課題であると
考えています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

【補充原則1-2-2】

当社は、招集通知の内容を発送日に、TDnetおよび当社ホームページに掲載しています。今後は招集通知に記載する情報の正確性を担保しつつ
、株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送の早期化と早期開示に努めてまいります。

【補充原則1-2-4】

当社は、海外投資家比率が0.2％であります。よって、コスト等を勘案し招集通知の英訳は採用しておりません。今後につきましても、株主様の属
性の変化を踏まえて、株主総会における権利行使に係る適切な環境の整備の一環として検討する所存であります。

【補充原則1-2-5】

当社は、基準日時点において株主名簿に登録されている議決権を有する株主を、議決権の行使が可能な株主としているため、信託銀行等に代わ
って、自ら議決権の行使等を行うことは、現在認めておりません。

【補充原則3-1-2】

当社は、海外投資家比率が比較的低いためコスト等を勘案し招集通知等の英訳は採用しておりませんが、今後、株主構成の変化等状況に応じて
英語での情報開示を進めてまいります。

【補充原則4-10-1】

当社は、任意の指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役候補者の選定や取締役の報酬については
、監査等委員会にて指名・報酬にかかる株主総会における意見陳述権行使のための検討プロセスにおいて、独立社外取締役の適切な関与・助
言を得ております。

【原則4-11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社は、取締役の員数を14名以内（監査等委員である取締役４名含む）としており、そのうち複数名の社外取締役を選任すること、優れた人格、見
識、高い倫理観を有し、かつ知識・経験・能力を備えている取締役によって構成することとしています。

また、監査等委員である取締役3名のうち1名は財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、1名は弁護士であります。現在の取締役
は全員男性かつ日本人となっていますが、ジェンダーや国際性面での多様性確保についても引き続き検討してまいります。

【補充原則4-11-3】

当社は、年１回、各取締役が取締役会全体の実効性について分析する機会を設けております。概ね、実効性は確保されていると考えているため、
現在、分析・評価の開示は行っておりませんが、開示につきましては今後検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　政策保有株式】

当社は、一定額以上の株式取得については取締役会の決議事項と定め、政策保有株式については「関係会社株式でなく、かつ純投資目的以外
の目的で保有する株式」と位置づけております。顧客や取引先等の上場株式を保有することにより、「業務提携、共同研究・開発をはじめとした戦
略的パートナーとして、取引の維持・発展やシナジー効果が期待できる」あるいは「将来的に双方の中長期的な成長・企業価値の向上に資する」
等、リターンが想定できる銘柄については、総合的な検討を行い、保有することを基本方針としております。

一方で、取引の維持・発展やシナジー効果が期待できないと判断した場合、あるいは将来的に双方の中長期的な成長・企業価値の向上に資する
等のリターンを想定することが困難になったと判断した場合は、当該政策保有株式を縮減いたします。

政策保有株式における保有適否の検証にあたっては、保有目的の妥当性、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、他に有効な
資金活用はないか等の検証を行い、継続して保有する経済合理性を有しているか否かを確認しております。

政策保有株式の議決権行使にあたっては、各議案の内容が当該企業の中長期的な企業価値の向上を図るものか、当社の企業価値を毀損させ
る可能性がないか、との観点から総合的に判断し、適切に行使いたします。



【原則1-7　関連当事者間の取引】

当社が当社役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合には、取締役会での事前承認及び結果報告を義務付けております。

【原則2-4　女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

【補充原則　2-4-1】

＜多様性の確保についての考え方＞

当社は、人材の多様性は会社の持続的な成長を確保する上での強みとなることを十分認識しております。女性従業員の積極的活用を推進すると
共に、子育てと仕事の両立等多様なライフスタイルに応じ、社員の誰もが継続的に活躍し、中核人材として能力を発揮できるよう職場環境を整備
いたします。

＜多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標＞

（１）女性の管理職への登用

　　・5年以内に1名女性管理職を選出することを目標にしております。

（２）中途採用者及び外国人の管理職への登用

　　・現状、当社においては、年齢や国籍を問わず経験・能力等に基づいた採用を行っており、管理職への登用についても同様であるため「中途採

　　用者」及び「外国人」の管理職への登用に関する「自主的かつ測定可能な目標」については設定しておりません。

＜多様性の確保の状況＞

（１）女性の管理職への登用

　　・係長級にある者に占める女性労働者の割合などを、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に登録しております。

　　　URL:https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=4918

　　　※今後は、管理職及び役員への登用も検討し、多様性の確保に努めてまいります。

（２）中途採用者及び外国人の管理職への登用

　　・各本部において、必要とする専門知識を有する人材の採用を継続して行っており、管理職への就任を見据えた上で実務経験を実施しており

　　　ます。

＜多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況＞

（１）平等性を持ち一定の底上げを目標に、1年目から５年目の全社員に向けた等級別研修を実施しております。

　　また、８年目から２０年目の経験者を対象にした経営者育成教育を実施しております。

（２）社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できる

　　ようにするため、育児介護休業法に基づく育児休業や時間外労働・深夜残業の制限、労働基準法に基づく産前産後休業、雇用保険法に基づ

　　く育児休業給付等諸制度の整備及び周知を行っており、産休・育休からの復職を支援するための体制を整備しております。

（３）経営理念である「組織と共に成長を続ける社員に奉仕」に基づき社員とその家族が心身ともに健康であること、活き活きと働きやすい職場環

　　境であることは、当社の企業活動の礎となる重要事項であると考えております。

　　これらを実現することを目的として「健康経営」に取り組んでおります。

　　具体的には、一般健康診断受診率１００％、人間ドック費用全額負担、インフルエンザの予防接種費用負担、ストレスチェックの実施、ストレス

　　チェック受検率の向上、メンタルヘルスに関する相談窓口の設置、職場環境の改善、時間単位の有給休暇制度の導入、年休取得奨励日設定

　　等を実施し、健康経営優良法人の認証取得を目指しております。

（４）当社では、「仕事と生活の調和」をテーマにワークライフバランスの推進を積極的にサポートしております。

　　従業員が家族とともに過ごす時間を創出するために、定時退勤日（毎週火・木曜日）を設定しております。

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社においては確定給付企業年金制度を取り入れており、外部委託先の運用実績等については総務部門・経理部門において適切にモニタリング
しております。

【原則3-1　情報開示の充実】

（ⅰ）経営理念及び中期経営計画等を有価証券報告書や決算短信、決算説明資料等に取りまとめ、EDINET（金融庁のウェブサイト）、TDnet や当

　　社ウェブサイトにて開示しております。

　　当社ウェブサイト：https://www.ic-net.co.jp/ir.html

（ⅱ）本報告書「I－1．基本的な考え方」をご参照ください。

（ⅲ）当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本方針を定めております。取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬

　　等につきましては固定報酬、賞与及び株式報酬で構成され、監査等委員である取締役の報酬につきましては固定報酬としております。

　　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の算定方法に関しては、取締役会にて、株主総会決議の範囲内において決定しておりま

　　す。各取締役の個別評価及び支給額は、監査等委員会における事前のレビューを経て、代表取締役社長執行役員齋藤良二及び代表取締役

　　副社長執行役員事業戦略本部長三澤昇平が決定しており、取締役会にて両氏への一任を決議しております。

　　a 固定報酬の算定方法

　　　取締役（監査等委員である取締役を除く）の固定報酬に関しましては、役位毎の役割・責任に応じた固定報酬テーブルを定め、各取締役の経

　　　営への貢献度を短期・中長期それぞれの視点から総合的に評価し支給しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額につきま

　　　しては、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、社内監査等委員と社外監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取

　　　締役の協議により決定しております。

　　b 賞与の算定方法

　　　取締役の賞与に関しましては、役位毎の役割・責任に応じた基準テーブルを定め、単年度の業績の達成度と貢献度合いに応じて支給してい

　　　ます。業績の評価指標には、単年度の会社の業績を最も明確に示している指標であるとの考えから、売上高及び営業利益の達成率を採用

　　　し、個人別の貢献度係数を乗じて支給額を算定しております。

　　c 株式報酬制度

　　　当社は、2020年12月18日開催の第43回定時株主総会決議により、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、

　　　株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、既存の報酬枠とは別に、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除

　　　く）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

（ⅳ）当社は、定款において取締役（監査等委員である者は除く。）は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定めております。現在、当

　　社の取締役会の構成人員は7名（うち監査等委員である取締役は３名）で、経営全般、経理・財務関係、営業関係、IT・デジタル関係等の知識・

　　経験・能力に優れたメンバーでバランス良く構成されており、社外取締役の１名は他社での経営経験を有しております。また、監査等委員であ

　　る取締役３名は、うち２名が社外取締役であり、1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、1名は弁護士であり、多様性が確

　　保されております。当社の業容等から判断し、現在の取締役会の人員規模や構成が適正と考えておりますが、今後も、当社の持続的な成長と

　　中長期的な企業価値の向上の観点から、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性及び規模が最適となるよう努めてまいり

　　ます。

　　監査等委員でない取締役候補者の指名と選任に際しては、監査等委員会による事前レビューを経て、また監査等委員である取締役候補者の



　　指名と選任に際しては、監査等委員会の同意を得て、取締役会で決議しております。取締役の解任については、法令定款等に著しく反する行

　　為を行った場合、その他適格性を欠くと認められた場合、取締役会において解任議案の上程を決定いたします。なお、監査等委員でない取締

　　役の解任については、取締役会の決定前に監査等委員会による審議を経ることとしております。

（ⅴ）取締役候補者の選任理由については招集通知にて開示しております。

　　https://www.ic-net.co.jp/ir/library.html

【補充原則3-1-3】

1.サステナビリティについての取組み

当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ（持続可能性）を巡る課題への対応が中長期的な企業価値の向上に重要な要素であるこ
とを認識し、経営理念に基づき、株主ならびに顧客、取引先、従業員、地域社会などのステークホルダーと良好かつ円滑な関係の維持に努め、持
続可能な社会の構築に積極的に取り組んでまいります。

（１）情報セキュリティ

当社グループは、取引の中で個人情報など各種情報を取り扱います。

情報漏洩が発生した場合には、社会的信用や取引先などに対する信用を失墜させ、営業活動に支障をきたすとともに、損害賠償責任などの発生
により、業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、これらのリスクの低減を図るため、2003年10月にプライバシーマークを認定取得し、個人情報に関する法令やその他規範の遵
守を徹底しております。また、2011年６月にはISO/IEC27001を認証取得し、ISMSの基準に基づいた情報セキュリティ管理を行っております。

（２）従業員の健康・労働環境への配慮

人材こそが最も重要な経営資源と考えており、従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮し、明るく活力ある企業集団であり続けるために、魅力あ
ふれる職場環境の構築を目指し以下に取組んでおります。

　①「ワークライフバランスの推進」２回／週の定時退勤日の実施

　②「次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画」の策定と実施

　③「健康管理」各種健康診断の実施。ストレス診断及びカウンセリングの実施。

　これらを踏まえ健康経営優良法人の認証取得を目指して取り組んでおります。

（３）ビジネスパートナーとの取引

相互理解と信頼関係があってこそ当社の発展があるとの認識のもと、すべてのビジネスパートナーとの最適なパートナーシップを構築することで、
更なる発展を目指していきます。

　1．すべてのビジネスパートナーに対して公平・公正に対応し優越的地位を濫用するような行為は行いません。

　2．ビジネスパートナーの機密情報、個人情報などの機密保持に努め法令遵守を徹底して参ります。

　3．調達活動に対して社内ルールに従った適正な形で運営を行って参ります。

　4．ビジネスパートナーの会社環境を考慮し、思いやりの心で真摯に取り組み双方の利益に貢献出来るように努力いたします。

　5．ビジネスパートナーと協調し繁栄していきます。

　　厳しい環境下でも良好な関係を維持してビジネスを展開して参ります。

　6．ビジネスパートナーとの取引に関して、ビジネスパートナーからの個人的給付は受け取りません。

（４）社会貢献活動

当社では、飲料水1本の販売につき販売額の3%を寄付する飲料自動販売機「ハートフルベンダー」を導入しており、社会福祉法人　東京都共同募
金会（赤い羽根募金）を通じてさまざまな社会福祉事業に役立てられる仕組みです。

当社では、このような募金可能な飲料自動販売機を設置しており、継続した社会貢献活動に取り組んでおります。また、自動販売機にはAED（自
動体外式除細動器）が設置されております。

2.人的資本への投資

急激に変化する外部環境を適切に捉え、次の時代を見据えた経営を牽引する人材育成を実施してまいります。そのために自立的キャリア開発を
土台に一人ひとりのポテンシャルを最大化させる「多様なキャリア形成」の実現と次世代経営層、リーダーの早期育成を図ってまいります。

当社の教育体制は次のとおりです。

（１）新入社員研修

ビジネスマナー研修、IT技術基礎研修、開発技術研修、インフラ技術研修

（２）外部研修受講制度

より活躍できる人材に育成するため、様々な外部研修の受講を可能としております。

　・ソフトウエアソリューション（プログラム設計・開発、言語（Java、Python、PHP等）、データベース）

　・インフラソリューション（OS設計・構築、ネットワーク設計・構築、クラウド設計、構築）

　・ビジネススキル（プロジェクトマネージャー、プレゼンテーション、ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、コミュニケーション、ファシリテー

　ション、コーチング、システム営業など）

3．知的財産への投資

当社は、「お客様に本当に喜んでいただけるコンピュータサービス」をモットーに、製品・サービスの品質向上に努めております。そのため、品質に
関わる業務の標準化、品質管理体制の強化を図るとともに、2002年3月には、品質システムの国際標準である「ISO9001」の認証を取得しておりま
す。

また、ITサービス事業の早期拡大を実現するため、新規事業、新サービスの企画、研究開発を行っております。研究開発体制は、事業開発部門を
中心に社内及び社外の有識者を加えプロジェクトを設定し推進しております。

【補充原則4-1-1】

取締役会は、法令及び定款に規定する事項及びあらかじめ取締役会規程において定める事項を決議・報告し、その他の業務の執行については、
職務権限規程等に基づき、各業務執行取締役または執行役員に委任しております。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を準用し、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を、独立社外取締役として選任しておりま
す。

【補充原則4-11-1】

現在、当社の取締役会の構成人員は7名（うち監査等委員である取締役は３名）で、経営全般、経理・財務関係、営業関係、IT・デジタル関係等の
知識・経験・能力に優れたメンバーでバランス良く構成されており、社外取締役の１名は他社での経営経験を有しております。また、監査等委員で
ある取締役３名は、うち２名が社外取締役であり、1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、1名は弁護士であり、多様性が確保
されております。当社の業容等から判断し、現在の取締役会の人員規模や構成が適正と考えておりますが、今後も、当社の持続的な成長と中長
期的な企業価値の向上の観点から、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性及び規模が最適となるよう努めてまいります。

取締役の選任に関する方針・手続については、原則3-1（ⅳ）に記載のとおりです。



【補充原則4-11-2】

社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じ、開示しております。なお、社内取締役は他の上場会社の役
員は兼任しておらず、各業務に常時専念できる体制となっております。

株主総会招集通知、有価証券報告書URL：https://www.ic-net.co.jp/ir/library.html

【補充原則　4-14-2】

当社は、取締役が自らの役割を十分に果たすべく、必要な知識習得と役割・責任の理解深耕の機会として、適宜、研修等に参加できるようにし、
その際の費用については会社にて負担しております。併せて、社外取締役に対しては、経営戦略や事業の内容等の理解を深めるため、適宜、当
社の事業・課題に関する説明等を行っております。また、取締役は、外部セミナー及び社内説明会に参加し、必要な知識の習得や更新に努めてお
ります。

新任の取締役に対しては、総務部及び経営企画室が、関係法令及び社内規則並びに会社の事業・経営理念・経営計画・会社組織・財務等につい
て、必要資料を整備し説明を行っております。

　【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、関連部門が連携し建設的な対話が実現するように努めるほか、公平、適時、適切に開示、対話するための社内体制を構築しております。

（ⅰ）対話全般の統括は、代表取締役社長を指定しております。

（ⅱ）対話の補助は、経営企画室が担当しております。経営企画室は、対話のアレンジをはじめ、本社・管理部門として、日常的に、財務経理、総

　　務人事、事業部門（子会社含む）等と連携し、情報収集や調査業務を行う他、取締役会や監査等委員会をはじめ、全社的活動である内部統制

　　委員会、事務局を担当するなど、幅広く経営情報に接しております。

（ⅲ）個別面談以外の対話の手段として、アナリスト・機関投資家向け決算説明会（半期毎）を開催しております。

（ⅳ）対話の内容は、代表取締役社長あるいは経営企画室長が、適宜、取締役会等にフィードバックし、情報共有を図っております。

（ⅴ）情報の集約及び管理は、経営企画室が統括し、公表資料や対話シナリオの精査を行い、内容がインサイダー情報に抵触していないか確認

　　するとともに、社内関係者との事前ミーティングを通じて、インサイダー取引防止規程等が遵守できているか、再度確認しております。また、当

　　社ホームページを活用した即時・公平な情報の開示を徹底しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

一般財団法人ＩＣ齋藤育英会 996,726 12.89

ＩＣ従業員持株会 558,138 7.21

光通信株式会社 315,200 4.07

株式会社スカラ 250,000 3.23

史　海波 220,000 2.84

山田　亨 193,950 2.50

上野　正敏 191,000 2.47

小沢　庸司 160,362 2.07

庄子　浩 155,200 2.00

上野　誠治 145,000 1.87

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 9 月

業種 情報・通信業



直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

中田　裕規 弁護士

小林　靖弘 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

中田　裕規 ○ ○ ―――

弁護士としての経験と見識を活かし、当社のガ
バナンス体制の強化に寄与して頂くため選任
いたしました。当社と中田裕規氏との間に利害
関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそ
れはないと考えております。

小林　靖弘 ○ ○ ―――

これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を活
かし、客観的な視点から当社を監査・監督して
頂くため選任いたしました。当社と小林靖弘氏
との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反
が生じるおそれはないと考えております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役（名

）
社外取締役（名

）
委員長（議長）

監査等委員会 3 0 1 2 なし

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

　監査等委員会は、内部監査室と連携して監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　内部監査は、内部監査室が担当しております。年間計画に基づき、経営活動状況を公正かつ客観的な立場で評価し、是正に向けた提言とフォロ
ーアップを行っております。監査状況につきましては代表取締役、監査等委員及び会計監査人である監査法人に適宜報告しております。

　監査等委員会は、３名のうち２名が社外取締役であり、当社の経営を専門的見地や過去の経験や実績に基づく見地から監視、監査できる人材
を選任しております。

　監査等委員は、取締役会など重要会議に出席することに加え、代表取締役との定期的な意見交換などにより、経営の執行状況を把握し、効果
的な監査業務の遂行を図っております。さらに、監査等委員会のほかに、内部監査担当部門及び、会計監査人と緊密な連携を図り、監査状況の
報告を受けるとともに意見交換を行いながら有効かつ効率的な監査に努めております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項



　特に記載する事項はありません。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

　当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締
役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。なお、その報酬枠は2020年12月18
日開催の第43回定時株主総会において決議いただいた年額20百万円以内としております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　取締役報酬の状況を確認する上で総額及び対象人数の開示によって適当であると判断しております。

　取締役報酬等の総額は次のとおりであります。

　取　　　　締　　　　役　　　　　　　　 ５名　　　　 95,017千円　　　　　

　（監査等委員を除く）　　　　　　　　　　

　取締役（監査等委員）　　　　　 　　４名　　　　　14,900千円　　　

　 （うち社外取締役）　　　　　　　 　（３名）　　　　 (2,900千円)

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本方針を定めております。取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等に
つきましては固定報酬、賞与及び株式報酬で構成され、監査等委員である取締役の報酬につきましては固定報酬としております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の算定方法に関しては、取締役会にて、株主総会決議の範囲内において決定しております。

　各取締役の個別評価及び支給額は、監査等委員会における事前のレビューを経て、代表取締役社長執行役員齋藤良二及び代表取締役副社
長執行役員事業戦略本部長三澤昇平が決定しており、取締役会にて両氏への一任を決議しております。

a 固定報酬の算定方法

　　取締役（監査等委員である取締役を除く）の固定報酬に関しましては、役位毎の役割・責任に応じた固定報酬テーブルを定め、各取締役の経

　営への貢献度を短期・中長期それぞれの視点から総合的に評価し支給しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額につきまし

　ては、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、社内監査等委員と社外監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員会の協議によ

　り決定しております。

b 賞与の算定方法

　　取締役の賞与に関しましては、役位毎の役割・責任に応じた基準テーブルを定め、単年度の業績の達成度と貢献度合いに応じて支給していま

　す。業績の評価指標には、単年度の会社の業績を最も明確に示している指標であるとの考えから、売上高及び営業利益の達成率を採用し、個

　人別の貢献度係数を乗じて支給額を算定しております。



c 株式報酬制度

　　当社は、2020年12月18日開催の第43回定時株主総会決議により、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、

　株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、既存の報酬枠とは別に、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以
　下「対象取締役」という。）に対して、新たに、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

【社外取締役のサポート体制】

　社外取締役は、監査法人と定期打ち合わせを実施しております。又、社外取締役は経営企画室と連携体制をとっております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社の企業統治の体制については、平成27年12月18日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社
へ移行いたしました。

　提出日現在、取締役会は、取締役４名（監査等委員である取締役を除く）と監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）で構成されており
、毎月の定例取締役会と、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の報告及び決議を行っております。

　監査等委員会は、社外取締役２名を含む監査等委員である取締役３名で構成されており、１ヶ月に１回開催される定例監査等委員会と、必要に
応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社の企業統治の体制については、平成27年12月18日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社
へ移行いたしました。

　従来より、監査役３名（うち２名は、社外監査役）による、代表取締役を中心とした業務執行機関に対する監督・監視機能は十分に機能しておりま
したが、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる充実を目指し、現状の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 　当社は12月に株主総会を開催しております。

電磁的方法による議決権の行使 　インターネットによる議決権行使を可能にしております。

その他
　招集通知のインターネット開示を行っております。また、株主総会では、事業報告等の説
明事項についてはビジュアル化を行い、株主の皆様に分かりやすい説明をするよう努め
ております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　年２回を実施しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
　株式情報、決算情報、IRカレンダー、決算短信、適時開示資料、有価証券報
告書、半期報告書、決算公告、ICレポート（報告書）、決算説明会資料などを掲
載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 　経営企画室内に担当者を設置しております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　ステークホルダーの利益を損なう行為に対する制限・罰則を諸々の規定の中で定めてお
ります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1 取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令・定款に適合し、かつ効果的に行われることを確保するために、取締役会等で十分審議しなければならない。

　当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役の職務の執行については、監査等委員会の定める監査方針及び分担に従い、経営機能に対す
る監視・監督を行うこととしており、業務執行取締役の法令違反の制御・防止に寄与するものとする。

　又、内部通報制度を設け、役員及び社員等が、社内において法令違反、不正行為が行われ、又は行われようとしていることに気がついたときは
、管理本部長又は顧問弁護士に通報しなければならないと定める。会社は、通報内容を守秘し、通報者に対して、不利益な扱いを行わない。

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、情報セキュリティ管理規程、文書取扱規程、その他の管理規程に従い、取締役の業務執行
に係る情報を文書又は磁気記録的な媒体に記録し保存する。取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　企業の社会的責任遂行、法令遵守の観点から社内規程の整備や諸施策を実施するとともに、ISO-9001:2000（現在は更新により2015）を認証取
得し、製品に万全を期する。又、取引の中で個人情報など各種情報を取り扱うため、平成15年10月にプライバシーマークを認証取得し、個人情報
に関する法令やその他規範の遵守を徹底している。平成23年６月にはISO/IEC27001：2005（現在は更新により2013）を認証取得し、ISMSの基準
に基づいた情報セキュリティ管理を行っている。

　なお、不測の事態が万一発生した場合には、経営トップに迅速に情報が報告され、迅速かつ適切な対応により損害を最小限に抑える体制を整
備する。

4 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

　経営上の重要事項は、取締役会にて決裁される仕組みになっており、各事業部門の懸案事項などの情報が速やかに報告され効率的に牽制を
行っている。又、取締役は、毎月１回開催される取締役会と臨時取締役会に加え取締役間で随時打ち合わせを行い、経営環境の変化などによる
戦略決定、重要事項や業績報告及びその対策についての付議など会社の業務執行を効率的に行っている。

5 当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、グループ企業の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、各子会社の状況に応じて必要な管理を行っております。又、
グループ全体に影響を及ぼす重要な事項については、当社担当取締役と子会社経営陣とが随時情報を交換し、グループ間の情報共有・意思疎
通及びグループ経営方針の統一化を図っております。

6 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独

立性に関する事項

　1) 監査等委員会が求めた場合、その職務を補助すべき従業員を配置するものとし、配置にあたっての具体的内容は監査等委員会の意見を参　

考にする。又、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。

　2) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人が、監査等委員会に報告を行ったことにより不利益な扱いを受けることがないようにする。

　3) 監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合、監査等委員会の職務の執行に関するものではないと認め

　　 られた場合を除き、速やかに当該費用を支払うものとする。

7 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

　当社及び子会社の取締役・使用人は各監査等委員の要請に応じて、必要な報告及び情報の提供を行う。又、当社及び子会社の取締役は会社
に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときには、直ちに、当該事実を監査等委員に報告する。

8 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するため、監査等委員は重要な会議に出席できる。

　監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。又、会計監査人から定期的に会計監査に
関する報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査部門との意見交換を行い監査の実効性を確保する。

9 財務報告の信頼性を確保するための体制

　金融商品取引法に基づく内部統制評価制度への適切な対応のため、財務諸表に係る内部統制システムの構築を行い、継続的に評価し不備が
あれば必要な是正を行うとともに、適切な運用に務めることにより財務報告の信頼性を確保する。

10 反社会的勢力排除に向けた体制

　当社は、社会的な秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、取引関係を含め一切関わりを持たず、又、不当な請求に対しては、必要に応
じて顧問弁護士や警察等の外部専門機関と連携をとり、組織全体として毅然とした姿勢で対応する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた体制

　当社は、社会的な秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、取引関係を含め一切関わりを持たず、又、不当な請求に対しては、必要に応
じて顧問弁護士や警察等の外部専門機関と連携をとり、組織全体として毅然とした姿勢で対応する。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　特に記載する事項はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社は、金融商品取引法等の諸法令及び東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」（以下「
適時開示規則」という。）に従い会社情報の開示を行っております。

　開示の基準といたしましては、「適時開示規則」に定める「決定事実に関する情報」および「決算に関する情報」は、原則として取締役会の承認を
経て遅滞なく開示することとしております。また会社に重大な影響を与えると思われる事実が発生した場合には、「適時開示規則」の定める「発生
事実に関する情報」に基づき、情報取扱責任者が代表取締役または関係部門との協議により情報開示の可否を判断したうえで、遅滞なく開示す
ることとしております。

　開示の方法といたしましては、「適時開示規則」に該当する会社情報は、東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム（TDnet）を通じ
て行います。また、当社ウェブサイト上にも掲載いたします。

　なお、「適時開示規則」に該当しない会社情報につきましても、投資家の皆様の投資判断に影響を及ぼすと思われる場合には、適切な方法で遅
滞なく開示することとしております。


